
令和２年度住宅局関係予算 ② 

 

 

地域の良質な木造住宅・建築物の生産体制の強化等 

 
※国土交通省 資料より 

 

木造住宅の大工技能者の減少・高齢化が進む中、非住宅や中高層の木造建築物の生産体制の整備を図

るため、大工技能者等の確保・育成の取組や都市木造建築物を担う設計者の育成・サポート等の取組

に対する支援を行う。中小工務店が省エネ性能や耐久性に優れた木造住宅等の整備に対する支援を行

う。CLT 等新たな木造建築技術を活用した住宅・建築物の整備や、地域の気候風土に応じて環境負荷

の低減を図るモデル的な木造住宅等の建設に対する支援を行う。 

 

 
※国土交通省 資料より 

 

 

 

 

 

 



消費税率引上げに伴う需要変動への対応 

 
※国土交通省 資料より 

 

2019 年 10 月の消費税率引上げに伴う住宅需要の変動を平準化し、税率引上げ後の消費を喚起・下支

えするため、住宅取得に係る給付措置等を実施する。 

 

 
※国土交通省 資料より 

 

 

災害等に強い安全な住まい・くらしの推進 

 
※国土交通省 資料より 

 

・密集市街地の防災性の向上を図るため、無接道敷地の解消に資する敷地取得を伴う戸建住宅の建替

えや防火改修を促進、老朽住宅居住者の受け皿住宅の整備に対する支援の強化を行う。 

・昨今の土砂災害による被害を踏まえ、安全に生活できる住宅を確保するため、住宅の移転や改修等

を推進する。 

・さらに、大規模自然災害時の帰宅困難者や負傷者等の受入れ施設の整備を促進するため、民間ビル

等を一時滞在施設として活用する場合、帰宅困難者の受入れ人数要件を緩和、災害拠点病院等にお

ける貯水槽や防災井戸等の給水設備等の整備に対する支援を強化。 

 

 



住宅・建築物の耐震改修等の推進 

 
※国土交通省 資料より 

 

・耐震性の向上を図るため、耐震性が低い建築物の耐震改修等への支援を強化、耐震改修促進法に基 

づく耐震診断義務付け・対象建築物の耐震改修等に係る重点的・緊急的な支援措置。 

・防災拠点となる建築物の地震対策や超高層建築物等における長周期地震動対策等を引き続き推進。 

・安全性を確保するため、危険なブロック塀等の除却・改修等に対する支援を行う。 

・地震によるエレベーターの閉じ込め・故障等による運転休止を軽減するため、地震対策を引き続き

推進。 

・防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題への対応に加え、子育て世帯への配

慮や質の高い性能住宅・建築物の整備への支援の強化を図る。 

 

 

大規模自然災害からの復旧・復興 

 
※国土交通省 資料より 

 

被災者へ早期居住、安定確保のため地方公共団体による災害公営住宅の供給等への支援を行う。 

 

※国土交通省 資料より 

 

地震、豪雨、台風等による被災者の生活を早期に再建するため、建築確認・検査の手数料を減免する

民間の指定確認検査機関に対する支援を行う、 被災マンションの建替え等による再生を推進。 

 

 


